
・資料の提出をお願いします。（付近見取図，計画図，公図など） 

・現地へ担当職員が行き、現状を把握し、道路位置の指定（変更・廃止）として 

可能かどうかを判断します。 

・築造計画書を作成要領に従って作成してください。 

・築造計画が道路指定（変更・廃止）技術基準に適合するか審査します。 

・審査は約１週間かかります。 

・計画書及び添付図書の内容が要綱及び技術基準に適合しているもの 

については，築造計画書の受理通知書を交付します。 

・道路位置の指定（変更・廃止）申請書を作成要領に従って作成してください。 

・申請書の事前審査を行いますので、一通り作成した段階で提出してください。 

・事前審査は約１週間かかります。 

事 前 相 談 

現 地 調 査 ・ 課 内 協 議 

受 理 通 知 （受理通知書の交付）

道 路 の 築 造 

築 造 計 画 書 の 提 出 

建築基準法第４２条第１項第５号に定める道路の申請手続きについて 

書 類 作 成 ・ 事 前 審 査 

指 定・変 更 廃 止 



・道路位置の指定（変更・廃止）申請書の提出 正本１部・副本１部及び添付書類 

・指定道路の幅員・延長・全周にスケールをあてた写真を添付してください。 

また、写真の撮影方向を記載した図面を添付してください。（廃止申請は添付不要） 

・担当職員が現地立会のもと、技術基準どおりに築造されているか 

確認します。 

・完了検査後、約１週間で通知書を交付します。 

・廃止申請は申請後、書類の審査を行い、約１週間で通知書を交付します。 

完 了 検 査 

道 路 位 置 の 指 定（変 更・廃 止）通 知 （通知書の交付）

道 路 位 置 の 指 定（変 更・廃 止）申 請 書   提 出 


